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令
和
元
年
七
月
十
二
日
初
校

８
月
の
お
知
ら
せ

８
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入 お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください
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保
健
･
福
祉

「仙台市プレミアム付商品券」の
購入引換券の交付申請を受け付けます

問プレミアム付商品券専用ダイヤル☎302･4930（平日
8:30～17:00）、地域産業支援課☎214･8766

仙台市政だより　令和元年（2019年） ８月号仙台市政だより　令和元年（2019年） ８月号

市
有
地（
一
般
競
争
入
札
物
件
）

を
お
売
り
し
ま
す

◦
受
付
日
時‖

８
月
６
日
㈫
～
９
月

６
日
㈮
の
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
郵
送
の
場
合
は
簡
易
書
留
で
）

◦
現
地
説
明
会‖

８
月
20
日
㈫
午
前

10
時
半
～　
◦
現
地
説
明
会
に
参
加

し
な
く
て
も
入
札
は
可
能
で
す
が
、

契
約
締
結
後
の
現
地
で
の
引
き
渡
し

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る
だ
け

ご
参
加
く
だ
さ
い　
◦
入
札
日
時‖

９
月
20
日
㈮
午
前
10
時
～　
◦
入
札

会
場‖

市
役
所
本
庁
舎
6
階
第
２
会

議
室　
◦
物
件
の
所
在
地
は
土
地
の

地
番
で
、
住
居
表
示
と
は
異
な
り
ま

所
在
地

面
積
用
途

地
域
最
低
売

却
価
格

泉
区
小
角
字
宮
18

番
３
、
19
番
３

302.32
㎡

都市計画
区域外

2,870
千円

す　
◦
詳
し
く
は
市
役
所
本
庁
舎
４

階
財
産
管
理
課
で
配
布
す
る
実
施
要

領
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
る
ほ
か
希
望
者
に
は
郵
送
も

可
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い　
申
・
問

財
産
管
理
課
☎
214
･
１
２
７
８

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

（
加
算
支
援
金
）
の
お
知
ら
せ

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
生
活
基

盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
、
被
災
者

生
活
再
建
支
援
制
度
の
基
礎
支
援
金

を
支
給
さ
れ
た
世
帯
に
対
し
て
、
住

宅
の
再
建
方
法
に
応
じ
て
支
給
す
る

加
算
支
援
金
の
受
け
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
。
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
（
こ
れ
ま
で
支
給
を
受
け
た
方

へ
の
追
加
の
支
給
を
行
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）。

◦
申
請
期
限‖

令
和
２
年
４
月
10
日

㈮　

◦
受
付
時
間‖

午
前
９
時
～
午

後
４
時
半
（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦

受
付
場
所‖

市
役
所
本
庁
舎
５
階
社

会
課
、
区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

管
理
課　

問
被
災
者
支
援
情
報
ダ
イ

ヤ
ル
☎
214
・
３
８
０
５
（
平
日
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）

町
内
会
の
環
境
衛
生
整
備
に
係

る
費
用
助
成
の
申
込
期
限
を
延

長
し
ま
す

　
町
内
会
が
行
う
次
の
事
業
に
対
す

る
費
用
助
成
の
申
し
込
み
期
限
を
12

月
27
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

◦
消
費
税
相
当
額
を
除
く
事
業
費
の

２
分
の
１
以
内
の
費
用
を
助
成
し

ま
す
（
上
限
有
り
）　
◦
購
入
等
の

前
に
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す　
◦

申
し
込
み
多
数
の
と
き
は
期
限
前
に

受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す　
申
・
問

区
役
所
衛
生
課
、
宮
城
総
合
支
所
管

理
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

助
成
対
象
事
業

限
度
額

地
域
に
繁
茂
す
る
草
を
刈
る
た

め
の
動
力
草
刈
機
の
購
入
費
用

１台
５万円

蚊
・
ハ
エ
発
生
防
止
の
た
め
の

動
力
薬
剤
散
布
機
の
購
入
費
用

１台
10万円

下
水
道
処
理
区
域
外
の
私
道
へ

の
準
公
共
的
な
排
水
設
備
に
係

る
費
用

50万円

８
月
末
で
国
分
町
自
転
車
等
駐

車
場
（
バ
イ
ク
専
用
）
の
利
用

を
終
了
し
ま
す

　
国
分
町
自
転
車
等
駐
車
場
（
バ
イ

ク
専
用
）
の
利
用
は
８
月
31
日
で
終

　市では、近年の駐車場の利用実態等を踏まえ、都心
における土地・建物の有効活用や、公共交通のさらな
る利用促進を目的とし、「建築物における駐車施設の
附置及び管理に関する条例（駐車場附置義務条例）」の
見直しを検討しています。このたび、見直し案を取り
まとめましたので、市民の皆さんのご意見をお寄せく
ださい。

「駐車場附置義務条例」の見直し案
にご意見をお寄せください

●見直し案の配布場所

‖

８月１日㈭より市役所本庁舎
１階市政情報センター、区役所総合案内、総合支所、
宮城野区・若林区・太白区情報センターで配布するほ
か、市ホームページでもご覧いただけます
●提出方法

‖

意見提出様式（市ホームページからダウ
ンロード可）または任意の様式にご意見、住所、氏名

（法人・団体の場合は団体名、代表者名）、電話番号を
記入して郵送またはファクス、Ｅメールで８月30日

（必着）までに
申・問〒980-8671交通政策課☎214･8303、FAX21
1･0017、Ｅメールtos009510@city.sendai.jp

了
し
ま
す
。
駐
車
の
際
は
、
最
寄
り

の
広
瀬
通
地
下
駐
輪
場
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
道
路
管
理
課
☎
214
・
８
３
７
１

ア
ニ
パ
ル
仙
台
の
お
知
ら
せ　

 

花
火
の
音
に
注
意

　
夏
は
、
花
火
の
音
に
驚
い
た
犬
や

猫
が
逃
げ
出
し
、
迷
子
に
な
る
事
例

が
多
く
発
生
し
ま
す
の
で
、
首
輪
や

リ
ー
ド
の
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

万
が
一
に
備
え
、
迷
子
札
や
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
等
で
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

も
し
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
す

ぐ
に
ア
ニ
パ
ル
仙
台
と
警
察
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

熱
中
症
に
注
意

　
犬
や
猫
は
汗
を
か
い
て
の
体
温
調

節
が
で
き
な
い
た
め
、
熱
中
症
に
注

意
が
必
要
で
す
。
暑
い
室
内
や
車
内

で
の
放
置
や
、
日
中
の
散
歩
は
避
け

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
室
温
を
管
理

し
、
直
射
日
光
を
避
け
、
十
分
な
飲

み
水
を
与
え
ま
し
ょ
う
。

※
い
ず
れ
も
問
ア
ニ
パ
ル
仙
台
☎

258
・
１
６
２
６

「
せ
ん
だ
い
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
民
便
利
帳
」
を
配
布
し
ま
す

　
「
せ
ん
だ
い
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
」

は
、
市
を
は
じ
め
行
政
機
関
等
の
さ

ま
ざ
ま
な
制
度
や
施
設
の
紹
介
、
子

育
て
や
防
災
の
情
報
な
ど
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。
本
年
度
版
を
、
8
月
１

日
か
ら
市
役
所
本
庁
舎
1
階
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
、
区
役
所
総
合
案
内
、

総
合
支
所
な
ど
で
配
布
し
ま
す
。

問
広
報
課
☎
214
・
１
１
４
３

市
民
健
診
の
申
し
込
み
は
お
済

み
で
す
か

　
市
が
実
施
す
る
各
種
が
ん
検
診
と

基
礎
健
診
の
一
部
の
申
し
込
み
締
め

切
り
は
８
月
30
日
（
必
着
）
で
す
。

申
し
込
み
案
内
は
、
お
住
ま
い
の
区

の
区
役
所
、
総
合
支
所
、
市
民
セ
ン

タ
ー
等
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（
パ
ソ
コ
ン
の
み
）
か

ら
も
申
し
込
め
ま
す
。

問
区
役
所
家
庭
健
康
課
、
総
合
支
所

保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

エ
イ
ズ
・
梅
毒
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア

検
査

◦
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す　
◦
予
約

制　
申
検
査
日
の
１
カ
月
前
～
前
日

ま
で
の
平
日
午
後
１
時
～
４
時
に
予

検
査

日
時

会
場
定
員

検
査
結
果

夜間エイズ・
梅毒・クラミジア

検査
9/5㈭
17:30～
19:00

青葉区役所

35人〔先着〕

後日直接本人に
お知らせします

エイズ・梅毒即日検査
アエル夜間検査
9/13㈮・27㈮
17:00～
19:00

アエル６階

30人〔先着〕
採血後約１時間ほどでお知らせ
します（判定保留の場合は、後
日お知らせします）

休日検査
9/21㈯
13:30～
15:00

青葉区役所

35人〔先着〕

約
専
用
電
話
☎
090
・
４
４
７
８
・
4

6
4
1
で
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
申
し
込
め
ま
す　
問
健
康
安
全
課

☎
214
・
８
０
２
９

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
限
度
額
適
用
認
定

証
を
交
付
し
て
い
ま
す

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
医
療

費
の
額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
る
、
限
度
額
適
用
認
定
証
（
市
町

村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
食
事

代
等
の
減
額
認
定
を
兼
ね
た
認
定

証
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
入
院
や
、

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
予
定
が

あ
る
場
合
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
70
歳
～
74
歳
の
方
や
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
方
は
、
所

得
区
分
等
に
よ
り
、
限
度
額
適
用
認

定
証
が
不
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

申
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況

届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　
ひ
と
り
親
家
庭
で
18
歳
未
満
の
子

を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
し
て
い
る

児
童
扶
養
手
当
と
、
障
害
の
あ
る
児

童
を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
し
て
い

る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
届
け
書
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
郵
送
不
可
）。

　
未
婚
で
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
届
け
書
提
出
の
際
に

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対

す
る
臨
時
・
特
別
給
付
金
を
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

◦
提
出
期
間‖

【
児
童
扶
養
手
当
】

８
月
１
日
～
30
日
、【
特
別
児
童
扶

養
手
当
】
８
月
13
日
～
９
月
11
日

（
い
ず
れ
も
閉
庁
日
を
除
く
）　
問

区
役
所
家
庭
健
康
課
、
総
合
支
所
保

健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事
業 

入
会
説
明
会

◦
日
時‖

９
月
５
日
㈭
午
前
10
時
～

11
時
15
分　
◦
会
場‖

太
白
区
役
所

５
階
ホ
ー
ル　
◦
対
象‖

子
ど
も
を

預
け
た
い
方
（
利
用
時
間
に
応
じ
た

費
用
が
か
か
り
ま
す
）
と
、
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
方　
◦
託
児
有
り

（
１
歳
～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し
込

み
）　
申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

（
参
加
者
の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託

児
希
望
の
方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年

齢
も
記
入
）
で
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ

ー
ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０
０
１
、

℻
214
・
８
６
１
０

魚
介
類
に
よ
る
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

食
中
毒
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
夏
は
食
中
毒
菌
が
増
殖
し
や
す
く
、

食
中
毒
が
増
加
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
特
に
魚
介
類
の
取
り
扱
い
に
は

十
分
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◦
冷
蔵
保
存
す
る　
◦
水
道
水
で
よ

く
洗
う　
◦
調
理
後
は
速
や
か
に
食

べ
る　
問
区
役
所
衛
生
課
（
☎
は
９

ペ
ー
ジ
）

社
会
教
育
委
員
を
募
集
し
ま
す 

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳

～
70
歳
の
方
若
干
名
〔
選
考
〕　
◦

任
期‖

11
月
１
日
か
ら
２
年
間　
申

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、

区
役
所
総
合
案
内
、
市
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
（
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
小
論
文
を
添
え
て
８
月
20
日

（
必
着
）
ま
で
に　
問
生
涯
学
習
課

☎
214
・
８
８
８
６ 募

集

　商品券の購入対象者のうち、市町村民税が課税されてい
ない方分の対象となり得る方に、８月上旬から申請書を順
次郵送します。購入引換券の交付を希望される方は、期限
までに申請してください（審査により対象者とならない場
合があります）。なお、子育て世帯分は申請不要です。

購入
対象者

市町村
民税が
課税さ
れてい
ない方
分

平成31年１月１日時点で本市に住民票があり、平
成31年度（令和元年度）の市町村民税が課税されて
いない方（ただし、課税されている方の生計同一の
配偶者・扶養親族および生活保護受給者等は除く）
●申請期限 ‖11月29日㈮
※申請書に同封する申請用封筒で郵送してくださ
い
※購入引換券は、申請内容を確認の上、対象者に
９月下旬以降に郵送します

子育て
世帯分

次の①～③のいずれかに該当する方
①６月１日時点で本市に住民票があり、平成28年
４月２日から令和元年６月１日までに生まれた子
が属する世帯主の方
②７月31日時点で本市に住民票があり、令和元年
６月２日から７月31日までに生まれた子が属する
世帯主の方
③９月30日時点で本市に住民票があり、令和元年
８月１日から９月30日までに生まれた子が属する
世帯主の方
※購入引換券は、９月下旬から11月ごろに世帯主
の方に郵送します

販売期間

10月１日～令和２年２月29日
※１冊5,000円分（500円券×10枚綴り）を4,000円で購
入できます（対象者１人につき５冊まで購入可能）
※商品券の購入には購入引換券が必要です
※販売場所は、市内の各郵便局（簡易郵便局を除く）

利用可能
期間

10月１日～令和２年３月31日
※市内の商品券取扱店でご利用になれます

プレミアム付商品券の特殊詐欺にご注意ください
　市の職員などが現金自動預払機（ATM）の操作を求めた
り、手数料の振り込みを求めたりすることはありません。

　市内にお住まいの視覚障害のある方を対象に
「市政だより音声版〔CD版（デイジー方式）〕」
と「点字市政だより」を発行しています。
◆CD版のデイジーとは
　デジタル録音図書の国際基準で、見出しから
すぐに必要な情報が探せるなど、情報検索に優
れています。
◆デイジー方式のCDを聴くには
　一般のCDプレーヤーでは再生できません。
パソコンに専用ソフトを入れるか、デジタル録
音図書再生機等が必要になります。
◎デジタル録音図書再生機は、日常生活用具の
給付対象となっています。給付要件等、詳しく
は区役所障害高齢課（☎は９ページ）へお問い
合わせください

市政だより（音声版・点字版）の申し込みは
申電話で広報課

市政だより（音声版・点字版）
を発行しています

申・問広報課☎214･1150


